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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号）の一部が改

正され、同法第３条第１項第５号及び第５条第４項に規定される少量新規制度及び低

生産量新規制度（以下「審査特例制度」という。）の国内総量上限の数量について、

各事業者の製造・輸入数量を合計した数量からその環境への排出量を合計した数量1に

改正されました。環境排出量の算出においては、申し出る物質の用途を確定させるこ

とが重要であるため、審査特例制度の申出においては、原則として、用途を証明する

書類（以下「用途証明書」という。）の添付を求めることとしました。 

用途証明書とは、以下の「１．用途証明書の例」に記載する書類を想定しており、

「２．用途証明に必要な記載事項」の項目が明記されている必要があります。 

 

 

１．用途証明書の例 

① 事業者間で締結している売買契約書、品質保証書、納品書等 

② 用途を限定特記したSDSに、申出物質の使用者が署名押印した書類 

③ 用途確認書（様式は別添のとおり） 

 

２．用途証明に必要な記載事項 

  ・用途証明書の宛先（社名、部署、担当責任者氏名） 

  ・新規化学物質（又は商品）の名称、用途番号及び用途分類 

  ・使用者（社名、部署、担当責任者氏名、住所） 

 

以上  

                                                   
1 各事業者の製造及び輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量 


